
女性管理職パイプライン構築支援業務委託公募型プロポーザルの 

質問及び回答について 
令和８(2026)年３月３日 

栃木県生活文化スポーツ部人権男女共同参画課 

 該 当 箇 所 質 問 内 容 回 答 

１ 

仕様書 

４－(1) 

県が指定する外部講師なので、提案段階で

は４回分の具体的なプログラムの内容は提

案しなくてよいのか？ 

・ご認識のとおりです。 

・仕様書４－(1)の業務については、研修

運営業務のみを委託する想定です。 

２ 

仕様書 

４－(1)－イ 

メンターは現在企業内に所属する役職者で

構成することが望ましいか？過去管理職経

験者で現在、独立している者でも良いか？ 

・仕様書４－(1)－イ－(ｱ)に記載のとお

り、企業等で管理職等の役職に就いてい

る者などを想定していますが、ご提案い

ただいても差し支えありません。 

３ 

仕様書 

４－(2)－イ 

４－(2)－キ 

メンターの謝金は３回分のメンタリングで

10万円程度という理解であっているか？ 

・ご認識のとおりです。 

４ 

仕様書 

４－(2)－キ 

メンタリングはオンラインで実施でも問題

ないか？ 

・問題ございません。仕様書４－(2)－キ

に記載のとおり、実施方法（対面又はオ

ンライン）等はメンティー、メンター間

で調整することを想定しています。 

５ 

仕様書 

４－(3)－ア 

対象参加者人数は何人を最大としているか

？ 

・開講式及び修了式に参加人数の上限は

設けておりません。 

６ 

仕様書 

４－(3)－ア 

交流等は飲食を伴うものを提案しても良い

か？ 

・飲食を伴う内容でご提案いただいても

差し支えありません。 

７ 

仕様書 

４－(3)－ア 

開講式と修了式の会場の費用も見積もりに

含めるか？ 

・開講式及び修了式の会場費を見積りに

含めてご提案ください。 

８ 

仕様書 

４－(3)－イ 

各事業の申し込みはオンライン並びに書面

で受け付けることとあるが、郵送やFAXを

想定しているか？ 

・書面での受付方法に定めはございませ

ん。 

 


